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Ⅰ　提出案件
　１　一般会計・特別会計予算
　　(１) 歳入歳出予算
　　　ア　総　括　表
　　　　　一　般　会　計

補　正　前
の　　　額 使用料

手数料
( 17,360 )

259,645 17,360 277,005 277,005
( △ 53,202 ) ( △ 1,380 ) ( 48,325 )

919,397 △ 6,257 913,140 52,425 257 9 2,444 858,005
( △ 3,681 ) ( △ 306,230 )

542,423 △ 309,911 232,512 1,919 444 230,149
( 39 ) ( △ 684 ) ( △ 551 ) ( △ 29,000 ) ( △ 3,397 )

453,737 △ 33,593 420,144 54 860 623 104,000 314,607
( △ 4,341 ) ( 835,813 )

3,121,765 831,472 3,953,237 28,829 294 260,000 3,664,114
( △ 2,570 )

137,980 △ 2,570 135,410 135,410
( 335,678 ) ( △ 163,000 ) ( △ 497,223 ) ( △ 94,000 ) ( 5,305,008 )

78,163,433 4,886,463 83,049,896 348,426 716,939 294,470 2,048,157 869,000 78,772,904
( 1,500 ) ( 1,500 ) ( △ 765 ) ( △ 40,000 ) ( △ 30,000 ) ( △ 33,353 )

1,631,789 △ 101,118 1,530,671 14,102 25,392 15,615 146,000 1,329,562
( △ 816 ) ( △ 446 ) ( 3,161,931 )

38,549,016 3,160,669 41,709,685 5,544 6,788 41,697,353
( △ 309 ) ( △ 180,425 ) ( △ 17,631 )

1,427,164 △ 198,365 1,228,799 560,556 50 375,865 292,328
( △ 2,185 ) ( △ 4,554 ) ( △ 213,915 )

1,571,817 △ 220,654 1,351,163 27,294 20,516 39,812 1,263,541
( △ 9,448 ) ( 2,257 )

335,067 △ 7,191 327,876 281,728 46,148
( △ 19,555 ) ( 23,078 )

420,215 3,523 423,738 12,445 411,293
( △ 899 )

173,471 △ 899 172,572 172,572
( 266,853 ) ( 723 ) ( △ 166,525 ) ( △ 703,519 ) ( △ 41,380 ) ( △ 153,000 ) ( 8,815,777 )

127,706,919 8,018,929 135,725,848 1,272,348 736,689 349,808 2,480,756 1,171,256 250,000 129,464,991
( 5,063 )

1,010,242 5,063 1,015,305 130 1,015,175
( 13,632 )

143,012 13,632 156,644 627 156,017
( △ 12,696 )

194,808 △ 12,696 182,112 182,112
0 0 0 0 0 0 ( 5,999 )

1,348,062 5,999 1,354,061 0 0 0 757 0 0 1,353,304
( 266,853 ) ( 723 ) ( △ 166,525 ) ( △ 703,519 ) ( △ 41,380 ) ( △ 153,000 ) ( 8,821,776 )

129,054,981 8,024,928 137,079,909 1,272,348 736,689 349,808 2,481,513 1,171,256 250,000 130,818,295
注：（　）数字は、補正額の財源の再掲である。

（単位：千円）

区　　分 補　正　額 計

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳
特　　　　定　　　　財　　　　源

県　債繰入金諸収入財産収入国支出金
一般財源

知 事 戦 略 公 室

企
　
画
　
総
　
務
　
部

政 策 企 画 課

総 務 監 察 課

人 事 課

職 員 厚 生 課

総務事務管理課

財 政 課

管 財 課

税 務 課

総　　計

市 町 村 課

情 報 政 策 課

統 計 課

出
納
局

会 計 課

公共入札検査課

計

議 会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 事 務 局

計
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　　　　　特　別　会　計

会 計 名 補正前の額 補 正 額 計 国支 財産 給与振替

出金 収入 収　　入

用度・給与 ( 1,982,363 )
集 中 管 理
特 別 会 計

( △ 1,568,490 )

( △ 1,568,490 ) ( 1,982,363 )

用度・給与 ( △ 200 ) ( △ 520,195 ) ( 8,555 )
集 中 管 理
特 別 会 計

( △ 1,898 ) ( △ 146,102 )

市町村振興
資金貸付金
特 別 会 計

( 147,818 )

( △ 200 ) ( △ 520,195 ) ( △ 1,568,490 ) ( 154,475 ) ( △ 146,102 ) ( 1,982,363 )

注１：用度・給与集中管理特別会計は、用度事業と給与集中管理の特別会計を統合したものである。
注２：（　）数字は、補正額の財源の再掲である。

繰入金諸収入

出
納
局

997,818 1,000,000

733,089

33,391,910

2,107,131 29,363,000 33,391,910

29,363,000

繰越金

1,208,714

1,941,803 65,255,510 2,686,235

65,255,510

1,318,801△ 511,8401,830,641

6,869 1,107,131

29,363,000 33,391,910

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳
（単位：千円）

区　　分

1,997,818147,8181,850,000

2,304,5502,304,550

1,114,000

33,391,9101,982,36331,409,547

110,087

企
画
総
務
部

1,571,461

証紙収入 県　債

134,745,589△ 98,149134,843,738

128,010,420413,873127,596,547

△ 148,0001,262,000

合　　計

計

証 紙 収 入
特 別 会 計

証 紙 収 入
特 別 会 計

財 政 課

管 財 課

税 務 課

会 計 課

市町村課

公 債 管 理
特 別 会 計 96,187,000 △ 1,568,490 94,618,510 65,255,510
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イ　課別主要事項説明

　知事戦略公室

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 4,029 )

②　秘書費 ( 13,331 )

　　秘書業務、渉外事務等に要する経費の補正

6,991 6,991広 報 費

一 般 管 理 費 252,654 17,360 270,014

合 計

知 事 戦 略 公 室
259,645 17,360 277,005

（単位：千円）

摘　　要目　　名
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　政策企画課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 70,719 )

②　企画調整費 ( △65,941 )

　　重要政策課題に係る企画・調整並びに南部圏域及び

　　西部圏域における地域振興の推進等に要する経費の補正

①　広域交流連携推進費 ( △3,550 )

　　広域行政の推進に要する経費の補正

②　総合計画管理費 ( △3,408 )

　　総合計画の管理等に要する経費の補正

③　地方創生の深化のための支援費 ( △3,085 )

　　地方創生の推進を図るために要する経費の補正

④　国庫返納金 ( 76 )

①　健康増進普及費 ( △228 )

　　西部圏域の健康づくり活動の推進に要する経費の補正

①　一般環境対策費 ( △52 )

　　南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正

②　自然公園等維持費 ( △579 )

　　西部圏域の自然公園維持活動に要する経費の補正

①　観光交流推進費 ( △209 )

　　西部圏域の観光交流の推進に要する経費の補正

摘　　要

（単位：千円）

計 画 調 査 費 175,917 △ 9,967

企 画 総 務 費 720,813 4,778 725,591

目　　名

防 災 総 務 費 9,720

165,950

9,720

400

1,250

予 防 費 900 △ 228

障 が い 者 福 祉 費 400

公 衆 衛 生 総 務 費 1,250

環 境 衛 生 指 導 費 3,927 △ 631

672

3,296

合 計

観 光 費 6,470 △ 209

政 策 企 画 課
919,397 △ 6,257

6,261

913,140
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　総務監察課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( △297,706 )

②　褒章経費 ( △920 )

　　叙位、叙勲及び褒章並びに表彰に要する経費の補正

③　行政連絡調整費 ( △5,256 )

　　連絡調整及び監査事務等に要する経費の補正

①　人事費 ( △10 )

　　行政不服審査制度の運用等に要する経費の補正

①　給与費 ( △432 )

②　文書費 ( △1,960 )

　　文書管理事務に要する経費の補正

③　法令審査費 ( 245 )

　　法令審査に要する経費の補正

①　給与費 ( 1,723 )

②　宗教法人等事務費 ( △4,831 )

　　宗教法人の規則認証及び調査等に要する経費の補正

③　公益法人等事務費 ( △764 )

　　公益法人の認定等に要する経費

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

人 事 管 理 費 666 △ 10

一 般 管 理 費 509,443 △ 303,882

文 書 費 24,868 △ 2,147

合 計

諸 費 7,446 △ 3,872

総 務 監 察 課
542,423 △ 309,911

656

22,721

3,574

205,561

232,512
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　人事課

　　 一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 412 )

②　人事費 ( 2,423 )

　　職員の人事管理及び確保対策に要する経費の補正

③　職員研修費 ( △48,417 )

　　職員研修の実施及び自治研修センターの管理運営に要する

　経費の補正

(①　給与費

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

234,646

420,144

185,498

合 計

人 事 課
453,737 △ 33,593

231,080人 事 管 理 費 △ 45,582

一 般 管 理 費 222,657 11,989 )11,989
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　職員厚生課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 836,559 )

②　職員の定年の段階的な引上げに対応する ( △341 )

　ための退職手当基金積立金

　　基金の積立金の補正

③　公務災害補償費 ( 6,580 )

　　非常勤職員等の公務災害補償に要する経費の補正
①　給与費 ( 498 )

②　職員厚生費 ( 1,200 )

　　職員厚生事務執行に要する経費の補正

③　健康管理推進費 ( △10,720 )

　　職員の健康管理に要する経費の補正

④　福利施設等管理費 ( △2,698 )

　　職員住宅等の管理に要する経費の補正

①　恩給費 ( 394 )

　　恩給受給権者の恩給に要する経費の補正

摘　　要

（単位：千円）

職 員 厚 生 費 180,913 △ 11,720

目　　名

恩給及び退職年金費 3,399 394

3,780,251

169,193

3,793

一 般 管 理 費 2,937,453 842,798

職 員 厚 生 課
3,121,765 831,472

合 計
3,953,237
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　総務事務管理課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( △2,022 )

②　行政情報化推進費 ( △548 )

　　総務事務を集約処理するための経費の補正

（単位：千円）

135,410

135,410
総 務 事 務 管 理 課

137,980 △ 2,570
合 計

一 般 管 理 費 137,980 △ 2,570

目　　名 摘　　要
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　財政課

　(ア)　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 23,711 )

②　一般共通経費 ( △11,854 )

　　庁内共通の経費の補正

①　県財政管理運営費 ( △2,742 )

②　財政調整基金積立金 ( △15,000 )

　　基金の積立金の補正

③　減債基金積立金 ( 2,132,000 )

　　基金の積立金の補正

④　二十一世紀創造基金積立金 ( 4,342,830 )

　　基金の積立金の補正

⑤　電気事業会計へ繰出 ( △405 )

　　他会計への繰出金の補正

⑥　工業用水道事業会計へ繰出 ( 308 )

　　他会計への繰出金の補正

①　企画調整費 ( 120,870 )

　　重要政策課題に係る企画・調整に要する経費の補正

①　地方創生の深化のための支援費 ( △9,750 )

　　地方創生の推進を図るために要する経費の補正

①　現年発生災害復旧事業費 ( △100,000 )

　　公用公共用施設の現年発生の災害復旧に要する経費の補正

①　公債管理特別会計へ繰出 ( △297,263 )

　　県債の元金償還に要する経費の補正

①　公債管理特別会計へ繰出 ( △1,271,227 )

　　県債の利子及び一時借入金の利子に要する経費の補正

①　県債取扱事務費 ( △25,015 )

　　県債の取扱いに要する経費の補正

目　　名 摘　　要

一 般 管 理 費 249,634 11,857

計 画 調 査 費 24,750 △ 9,750

公 用 公 共 用 施 設
災 害 復 旧 費

100,000 △ 100,000

元 金 62,820,000

財 政 管 理 費 10,210,023 6,456,991

企 画 総 務 費 55,540 120,870

財 政 課
78,163,433 4,886,463

合 計

△ 297,263

利 子 4,192,000 △ 1,271,227

公 債 諸 費 180,486 △ 25,015

2,920,773

155,471

331,000予 備 費 331,000

（単位：千円）

83,049,896

261,491

16,667,014

176,410

15,000

0

62,522,737
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　(イ)　特　別　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 1,982,363 )

　　用度・給与集中管理特別会計で経理する給与費の補正

①　元金 ( △297,263 )

　　県債の元金償還に要する経費の補正

②　利子 ( △1,271,227 )

　　県債の利子及び一時借入金の利子に要する経費の補正

（単位：千円）

会　計　名 摘　　要

公 債 管 理
特 別 会 計

96,187,000 △ 1,568,490 94,618,510

合 計

財 政 課
127,596,547 413,873 128,010,420

用 度 ・ 給 与

31,409,547 1,982,363 33,391,910集 中 管 理

特 別 会 計
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　管財課

　(ア)　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 4,792 )

②　県有財産管理費 ( △304 )

　　県有財産の取得管理及び処分に要する経費の補正

③　万代庁舎等管理費 ( 710 )

　　万代庁舎及び公舎の維持管理に要する経費の補正

④　県有車両管理費 ( △6,221 )

　　県有車両の管理に要する経費の補正

①　合同庁舎等維持管理費 ( △106,448 )

　　合同庁舎等の維持管理に要する経費の補正

　(イ)　特　別　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　用度管理運営事務費 ( △200 )

　　用度管理運営に要する経費の補正

②　用度購入等経費 ( △518,151 )

　　用品購入、電話料金等に要する経費の補正

③　共用、貸与、貸出自動車運営費 ( 6,511 )

　　共用、貸与、貸出自動車購入及び運営に要する経費の補正

1,530,671

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

支 庁 費 532,525 △ 106,448

271,068

833,526

426,077

財 産 管 理 費 834,549 △ 1,023

一 般 管 理 費

1,318,801

用 度 ・ 給 与
集 中 管 理
特 別 会 計

1,830,641 △ 511,840 1,318,801

合 計

管 財 課
1,830,641 △ 511,840

会　計　名

管 財 課
1,631,789 △ 101,118

合 計

264,715 6,353 ①　給与費 )6,353(

摘　　要

（単位：千円）
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　税務課

　(ア)　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　県税過誤納金過年度還付金 ( 24,000 )

　　県税及び税外収入の過年度還付金及び還付加算金の補正

①　給与費 ( 1,760 )

②　県税賦課徴収費 ( 22,276 )

　　県税の賦課徴収に要する経費の補正

①　地方消費税清算金 ( 1,082,355 )

　　地方消費税収入の都道府県間の清算金の補正

①　利子割交付金 ( 12,350 )

　　市町村に対する利子割交付金の補正

①　配当割交付金 ( 569,253 )

　　市町村に対する配当割交付金の補正

①　株式等譲渡所得割交付金 ( 880,447 )

　　市町村に対する株式等譲渡所得割交付金の補正

①　法人事業税交付金 ( 137,944 )

　　市町村に対する法人事業税交付金の補正

①　地方消費税交付金 ( 434,979 )

　　市町村に対する地方消費税交付金の補正

①　ゴルフ場利用税交付金 ( △5,063 )

　　ゴルフ場所在市町に対するゴルフ場利用税交付金の補正

①　環境性能割交付金 ( △15,600 )

　　市町村に対する環境性能割交付金の補正

①　給与費 )15,968(

目　　名 摘　　要

（単位：千円）

624,000諸 費 600,000 24,000

賦 課 徴 収 費 1,609,461 24,036

914,760

1,633,497

税 務 総 務 費 898,792 15,968

地 方 消 費 税 清 算 金 13,981,645 1,082,355

利 子 割 交 付 金 54,650 12,350

法 人 事 業 税 交 付 金 1,662,920 137,944

配 当 割 交 付 金 855,938 569,253

株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

996,105 880,447

1,800,864

17,834,000

15,064,000

67,000

1,425,191

1,876,552

166,121

地 方 消 費 税 交 付 金 17,399,021 434,979

100

303,600

41,709,685

ゴルフ場利用税交付金 171,184 △ 5,063

自動車取得税交付金 100

合 計

環 境 性 能 割 交 付 金 319,200 △ 15,600

税 務 課
38,549,016 3,160,669
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　(イ)　特　別　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　一般会計操出金 ( △148,000 )

　　自動車税の証紙による収入金の一般会計（県税）への

　繰出金の補正

　(ウ)　令和６年度県税等収入見込額

補正前の額 補　正　額 計

①　地方消費税清算金

　　地方消費税の都道府県間清算の収入金額の補正

県 税 81,500,000 3,500,000 85,000,000 税目別説明別記のとおり

合 計

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

証 紙 収 入
特 別 会 計

1,262,000 △ 148,000 1,114,000

税 務 課
1,262,000 △ 148,000 1,114,000

計 116,295,634 4,362,571 120,658,205

地 方 消 費 税 清 算 金 34,721,000 863,000 35,584,000

諸 収 入 74,634 △ 429 74,205

（単位：千円）

会　計　名 摘　　要
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令和６年度県税収入見込額内訳
令和５年度

決　算　額 補正前の額 補　正　額 計 Ｂ/Ａ×100 摘　要

Ａ Ｂ

個 人 26,187,042 24,426,518 2,500,000 26,926,518 102.8

法 人 2,528,594 2,153,580 2,153,580 85.2

利 子 割 83,364 92,775 92,775 111.3

個 人 621,376 622,827 622,827 100.2

法 人 23,510,151 21,339,757 21,339,757 90.8

14,515,093 14,227,932 1,000,000 15,227,932 104.9

1,624,781 1,456,701 1,456,701 89.7

841,239 844,261 844,261 100.4

239,692 244,995 244,995 102.2

5,456,100 5,523,047 5,523,047 101.2

環 境 性 能 割 712,750 781,155 781,155 109.6

種 別 割 9,866,834 9,771,169 9,771,169 99.0

1,355 1,355 1,355 100.0

11,596 10,857 10,857 93.6

自動車取得税 41,447 0 0 皆減

自 動 車 税 2,112 3,071 3,071 145.4

86,243,526 81,500,000 3,500,000 85,000,000 98.6合 計

事 業 税

自 動 車 税

不 動 産 取 得 税

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

軽 油 引 取 税

鉱 区 税

地 方 消 費 税

旧 法 に
よ る 税

（単位：千円、％）
令和６年度予算額

税　　目

県 民 税

狩 猟 税

-16-



　市町村課

　(ア)　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( △12,419 )

②　市町村行財税政指導費 ( △3,666 )

　　市町村の行政、財政及び税政の助言等に要する経費の補正

①　市町村職員研修費 ( △2,700 )

②　市町村振興宝くじ収益金交付金 ( △177,625 )

　　(公財)徳島県市町村振興協会に対する市町村振興宝くじ

　収益金交付金の補正

①　衆議院議員総選挙臨時啓発費 ( △309 )

　　衆議院議員総選挙の啓発に要する経費の補正

①　給与費 )△1,646(

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

市 町 村 連 絡 指 導 費 282,107 △ 16,085 266,022

558,000

4,773

102

自 治 振 興 費 555,586 △ 180,325

選 挙 管 理 委 員 会 費 26,287 △ 1,646

375,261

24,641

選 挙 啓 発 費 5,082 △ 309

政 党 助 成 指 導 費

衆議院議員総選挙及び
最 高 裁 判 所 裁 判 官
国 民 審 査 費

558,000

102

1,228,799
市 町 村 課

1,427,164 △ 198,365
合 計
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　情報政策課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 1,959 )

②　行政情報化推進費 ( △3,676 )

　　行政の情報化推進に要する経費の補正

③　情報ふれあいネットとくしま創造事業費 ( △205,886 )

　　県庁総合サービスネットワークの活用及び民間サービスを

　活用した高速情報通信網を運営するための経費の補正

④　国庫返納金 ( 1 )

①　地域振興推進費 ( △8,985 )

　　地域の振興推進に要する経費の補正

②　情報化促進費 ( 500 )

　　地域の情報化促進に要する経費の補正

③　地方創生の深化のための支援費 ( △4,193 )

　　地方創生の推進を図るために要する経費の補正

①　加工統計調査費 ( △107 )

　　データの活用促進に要する経費の補正

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

1,203 ①　人事費 )△267(

98,480

一 般 管 理 費 1,458,144 △ 207,602 1,250,542

人 事 管 理 費 1,470 △ 267

計 画 調 査 費 111,158 △ 12,678

合 計

県民経済基本調査費 1,045 △ 107

情 報 政 策 課
1,571,817 △ 220,654

938

1,351,163
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　統計課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 3,755 )

②　統計専任職員費 ( △1,272 )

　　統計に携わる職員の知識と技能向上に要する経費の補正

③　統計思想普及費 ( △35 )

　　統計調査員の資質向上及び統計思想の普及啓発に要する

　経費の補正

④　国庫返納金 ( 1,625 )

①　家計調査費 ほか７件 ( △10,043 )

　　「家計調査」など各種経常調査等の実施に要する経費の補正

②　全国家計構造調査費 ( △632 )

　　家計における消費、所得、資産及び負債の実態に係る調査

　(周期調査)の実施に要する経費の補正

③　農林業センサス調査費 ( △4,442 )

　　農林業の生産構造等に係る調査(周期調査)の実施に要する

　経費の補正

④　国庫返納金 ( 5,102 )

①　県人口移動調査費 ( 100 )

　　「徳島県推計人口」作成に要する経費の補正

②　加工統計調査費 ( △100 )

　　「県民経済計算」などの作成に要する経費の補正

③　国庫返納金 ( 922 )

④　給与費 ( △2,171 )

目　　名 摘　　要

（単位：千円）

151,997

3,958

統 計 調 査 総 務 費 167,848 4,073 171,921

委 託 統 計 調 査 費 162,012 △ 10,015

県民経済基本調査費 5,207 △ 1,249

327,876
統 計 課

335,067 △ 7,191
合 計
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　出納局　会計課

　(ア)　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　給与費 ( 5,894 )

②　出納事務費 ( △4,498 )

　　出納事務執行に要する経費の補正

　(イ)　特　別　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　一般会計操出金 ( 147,818 )

　　使用料及び手数料の証紙による収入金の一般会計への

　繰出金の補正

①　給与費 )( 2,127

会 計 管 理 費 146,931 1,396 148,327

423,738

会 計 課
1,850,000 147,818 1,997,818

証 紙 収 入
特 別 会 計

1,850,000 147,818 1,997,818

合 計

（単位：千円）

（単位：千円）

目　　名 摘　　要

会　計　名 摘　　要

合 計

会 計 課
420,215 3,523

一 般 管 理 費 273,284 2,127 275,411
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　出納局　公共入札検査課

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

公 共 入 札 検 査 課
173,471 △ 899 172,572

合 計

( △899 )

会 計 管 理 費 1,276 1,276

一 般 管 理 費 172,195 △ 899 171,296 ①　給与費

目　　名 摘　　要

（単位：千円）
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　議会事務局・人事委員会事務局・監査事務局

　　一　般　会　計

補正前の額 補　正　額 計

①　議会費 ( 5,063 )

　　議会活動経費等議会運営に要する経費の補正

①　人事委員会費 ( 13,632 )

　　委員会費等委員会運営に要する経費の補正

①　監査委員費 ( △12,696 )

　　監査委員費等運営に要する経費の補正

1,354,061

人 事 委 員 会 費 143,012 13,632 156,644

182,112

合　計

監 査 委 員 費 194,808 △ 12,696

1,348,062 5,999

（単位：千円）

1,015,305

摘　　要

議 会 費 1,010,242 5,063

目　　名
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(２) 繰越明許費

　　 一　般　会　計

 　 　（ア）追　加 （単位：千円）

予　算　額 年度内執行予定額 翌年度繰越予定額 繰　越　理　由

人 事 課 職 員 研 修 費 115,257 38,689 76,568 計画に関する諸条件のため

115,257 38,689

課　　　名 事　業　名

76,568合　　計
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(３) 債務負担行為

　　 一　般　会　計

 　　　(ア) 変　更

国支出金 地方債 その他

自 令和７年度
至 令和８年度

事業・事業者情報管理システム構築等業務
委託契約

自 令和７年度
至 令和８年度

324,993

237,500補正前

一般財源

（単位：千円）

324,993

237,500

事　　　項

補正後

情 報 政 策 課

課　　名 特　定　財　源

左　の　財　源　内　訳

限　度　額期　　間

-24-



(４) 地　方　債

　 一　般　会　計

　　（ア）追　加 （単位：千円）

証書借入又は証券発行 年５％以内 融資機関の融資条件による。ただし、

（他の地方公共団体との （ただし、利率見直し方式で 必要の生じた場合は全部若しくは一部

共同発行を含む。） 借り入れる資金について、利率 繰上償還し、又は借換えすることがで

の見直しを行った後において きる。

は、当該見直し後の利率）

計 2,000

起　債　の　方　法 利　　　率 償　還　の　方　法

公 衆 衛 生 事 業 2,000

起 債 の 目 的 限　度　額
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　　（イ）変　更 （単位：千円）
起債の目的

補正前 補正後

総 務 管 理 事 業 309,000 250,000 証書借入又は証券発行 年５％以内 融資機関の融資条件による。ただし、

市 町 村 振 興 事 業 500,000 500,000 （他の地方公共団体との （ただし、利率見直し方式で 必要の生じた場合は全部若しくは一部

防 災 事 業 845,000 535,000 共同発行を含む。） 借り入れる資金について、利率 繰上償還し、又は借換えすることがで

社 会 福 祉 事 業 339,000 265,000 の見直しを行った後において きる。

児 童 福 祉 事 業 21,000 21,000 は、当該見直し後の利率）

環 境 衛 生 事 業 75,000 30,000

職 業 訓 練 事 業 8,000 6,000

農 業 事 業 136,000 29,000

畜 産 事 業 369,000 369,000

農 地 事 業 3,256,000 2,677,000

林 業 治 山 事 業 3,314,000 2,946,000

水 産 事 業 1,084,000 1,084,000

商 業 事 業 2,000 2,000

工 鉱 業 関 係 事 業 17,000 0

観 光 事 業 111,000 111,000

土 木 管 理 事 業 525,000 531,000

道 路 橋 り ょ う 事 業 15,906,000 14,891,000

河 川 海 岸 事 業 14,281,000 13,457,000

港 湾 事 業 3,108,000 3,701,000

都 市 計 画 事 業 3,519,000 3,526,000

住 宅 事 業 156,000 0

警 察 関 係 事 業 431,000 390,000

教 育 総 務 事 業 222,000 55,000

高 等 学 校 整 備 事 業 3,250,000 3,033,000

特 別 支 援 学 校 整 備 事 業 991,000 866,000

社 会 教 育 事 業 698,000 582,000

土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 3,590,000 243,000

公用公共用施設災害復旧事業 94,000 0

臨 時 財 政 対 策 債 640,000 632,000

企 画 事 業 45,000 45,000

計 57,842,000 50,777,000

限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法
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２ その他の議案 

 

（１）条例案 

 

① 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（人事課） 

 

   ア 改正の理由 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により地方公務員法の一部を改正する法律の一部が改正されたこと 

に伴い、関係条例について所要の整理を行う必要がある。 

 

   イ 改正の概要 

(ア) 次に掲げる条例について、地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う所要の整理を行うこととする。 

ａ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年徳島県条例第４１号） 

ｂ 徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例（令和４年徳島県条例第４５号） 

ｃ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年徳島県条例第５３号） 

ｄ 徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例（令和６年徳島県条例第６２号） 

 

   ウ 施行期日 

この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。 
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